
別紙１（第５条関係） 

 

補助金交付 要件確認書 

区分（いずれかをチェック 

してください） 

 

□ 常勤で専従の相談支援専門員の新規配置 

（新規担当件数の要件４０件以上） 

□ 常勤で専従の相談支援専門員の新規配置 

（新規担当件数の要件２０件以上） 

□ 常勤で兼務又は非常勤（専従・兼務）の相談支援専門

員の新規配置（新規担当件数の要件２０件以上） 

□ 常勤で兼務又は非常勤（専従・兼務）の相談支援専門

員の常勤専従（新規担当件数の要件２０件以上） 

 

新規配置等を行った相談支援  

専門員の氏名 

 

新規配置等を行った相談支援  

専門員の届出日 
年   月   日 

新規担当件数 
件 ※別紙２の件数と一致していること 

補助額の算定（いずれかをチェック

してください） 

 

□ １２０ 万円 

 

□  ６０ 万円 

 

指定特定相談支援（障害児相談支

援）事業所における常勤換算方法に

よる相談支援専門員数 

 

（１）新規配置等の前日   （    人） 

 

（２）補助金交付申請日   （    人） 

 

（３）令和７年３月末日   （    人） 

 

当該相談支援専門員の桐生市地域

自立支援協議会の会議や専門部会

への参加実績 

 

 

 

 

 

 


